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1．はじめに

我が国の地熱発電の歴史は 1918 年 11 月に海軍
中将山内万寿治氏が，石油・石炭に代わる将来の
熱源として，地熱利用の研究・調査のため，北海
道登別，大分県別府他の数地点を踏査し，翌年 4
月に大分県別府で掘削した坑井の噴気に成功し，
1925 年に東京電灯（株）（現，東京電力ホールディ
ングス（株））研究所長太刀川平治氏が，この坑井
を用いてタービンによる日本最初の地熱発電に成
功したことに始まる 1）．その後，1966 年 10 月に東
化工（株）（現．日本重化学工業（株））により，
岩手県松尾村（現．岩手県八幡平市）で我が国初
めての商用地熱発電所である松川地熱発電所（9
千 5 百 kW）が操業を開始し，本格的な地熱発電
事業の幕開けとなった．2022 年 3 月末時点の我が
国の地熱発電導入量は約 56 万 kW である．火山国
である我が国は，米国，インドネシアに次いで世
界第 3 位の地熱資源量 2,347 万 kW2）を有すると試
算されているが，地熱発電導入量は国別で第 10 位
となっている．
　我が国の地熱発電の必要性と意義については，a）
火山国日本の足元に在る高いポテンシャルを有す
る純国産エネルギーであり，b）昼夜・季節変動し
ない安定電源であり，c）長寿命で高い利用率，即
ち経済的であり，d）山間地を有する地方自治体に
貢献して，災害リスクが小さく，e）大気汚染成分
を殆ど出さず，温室効果ガス排出量の少ないクリー
ンな再生可能エネルギー電源であり，f）我が国は
世界最高水準の地熱発電設備の技術を有しており，
g）発電後の熱水利用（ハウス栽培や養殖事業）等，
エネルギーの多段階利用が可能である，ことに要
約される．
　地熱発電事業は，地下資源開発と発電所建設・

操業（電力供給）という 2 つの特徴を持ち，地熱
資源の存在と地域の理解が必須である．本稿では，
地熱発電の仕組み，地熱資源開発の特徴，我が国
の地熱発電の現状および展望等について述べる．

2．地熱発電とは

2.1　地熱貯留層と地熱発電の仕組み
　地熱発電とは地下の熱源を利用して発電を行う
ことである．一般的な地熱発電に利用できる地熱
資源は火山地帯の深部に存在しており，天水が地
下深部まで浸透すると，高温・高圧の地熱流体（熱
水や蒸気）になり，この地熱流体が貯留あるいは
流動している領域が地熱貯留層である．そこから
地熱流体を採取して，タービンを回転させ，直結
している発電機が回転することによって発電する．
地熱貯留層が存在するためには，地下に地熱の 3
要素と呼ばれる，マグマ等の“熱源”，熱を運ぶ“水

（地熱流体）”および地熱流体が流動する“き裂（容
れ物）”の存在が必要である．更に，地熱貯留層の
上位に，低温の地下水の地熱貯留層への流入およ
び高温の地熱流体の地熱貯留層からの流出を防ぐ
ための不透水層から成るキャップロックが必要で
ある．地熱貯留層を含む地熱系の概念モデルを図
13）に示す．

地熱発電の発電方式としては，フラッシュ発電
方式（図 2（a）4）参照）とバイナリー発電方式（図
2（b）4）参照）がある．フラッシュ発電方式は，主
に地下温度が 200℃以上の地熱貯留層の発電に適
しており，採取した地熱流体中の蒸気で直接ター
ビンを回す．他方，バイナリー発電方式は，より
低温の地熱貯留層に適しており，採取した地熱流
体との熱交換によって温められた沸点の低い二次
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設備管理を適切に行えば，長期の安定した事業と
なる．
　他方，地熱資源の有望地域は，温泉や自然公園
と重なるため，地域との共生や自然環境との調和
が重要であり，温泉への影響や自然環境配慮につ
いて，関係者に丁寧な説明を行い，理解を得る必
要がある．そのため，地熱発電事業では，本格的
な調査着手に当たり，地域の方々の理解を得るた
めの地元対応からスタートする．図 3 に地熱発電
事業のフローを示す．
　地熱調査では，地質，地化学，物理探査等によ
る地表調査を行い，地下構造を推定し，坑井を掘
削して地下情報を取得し，データの蓄積とともに
地熱貯留層の分布，性状，規模を明らかにしていく．
地熱発電事業は，目に見えない地下資源を相手に
しており，地下資源開発特有のリスクを伴うとと
もに，地熱資源の調査・評価・開発と地上設備建
設に長いリードタイムと多額の資金が必要となる
ことが特徴として挙げられる．図 4 に地熱発電事
業のリスクとコストの定性的な関係を示す 5）．ま
た，地熱発電は再生可能エネルギーであるが，地
熱貯留層の能力以上の蒸気を採取し過ぎると，周

媒体の蒸気でタービンを回して発電する．
2.2　�地熱資源開発の特徴と地熱発電事業のフ

ロー
　地熱発電事業は，地下の地熱資源を調査（探査）
し，地熱資源（地熱貯留層）の評価・事業計画策定・
環境アセスメント・経済性評価を行い，事業化決
定の判断が下されると，地熱資源開発（生産井や
還元井の掘削）と地上設備建設に進み，地熱発電
所完成後は発生電力を需要家に供する事業である．
有望な地熱資源を調査・開発して地熱発電所建設
に繋がって操業を開始し，地熱貯留層管理と地上

図 1　地熱系の概念モデル

図 2（a）　フラッシュ発電方式

図 2（b）　バイナリー発電方式

図 3　地熱発電事業のフロー

図 4　地熱発電事業におけるリスクとコストの関係
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ドライン策定等が行われ，地熱発電事業を取り巻
く環境は改善され，新規事業者も多数参入し，多
くの地熱調査・開発が実施されている．参考として，
2012 ～ 2021 年度の期間に独立行政法人石油天然
ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）による経済
的支援の実施された地熱発電事業の調査・開発地
点を図 67）に示す．
　2022 年 3 月末時点の我が国の地熱発電導入量は
約 56 万 kW であり，2030 年度導入目標の 150 万
kW（第 6 次エネルギー基本計画（2021 年 10 月）8））
には遠い状況である．本格的な地熱資源調査が不
要でリードタイムの短い小・中規模案件が先行し
ており，地熱発電の大幅な導入拡大に至っていな
い．調査途上の大規模案件の進捗を加速するとと
もに，新期の大規模案件を発掘する必要がある．
　ここで，現時点の地熱発電導入拡大における課
題を述べる 9）．大別すると，経済性，地下資源開発，
系統接続，社会受容性，規制に関する課題・リス
クに分類される．
①  事業が成立するための採算予見性の確保：固定

価格買取制度は，リードタイムが長く，初期投
資が大きな地熱発電事業にとって，採算予見性
を確保する点で非常に有効であり，事業が成立
する価格水準の維持が課題となっている．

②  地下資源開発の課題：地熱資源の開発は，他の
地下資源開発と同様に難度が高く，地熱発電所
建設に繋がらない確率が低くないために，慎重
な調査・評価・開発が必要であり，この地下資
源開発リスクが事業者にとっての高いハードル

辺からの地熱流体の供給が追い付かず，持続可能
な発電が行えなくなる．故に，地熱貯留層の評価
技術と管理技術は重要である．

3．地熱発電の現状

　我が国の地熱発電の導入量の推移を図 56）に示
す．
　我が国の地熱発電の導入量は 1966 年の岩手県で
の松川地熱発電所の建設後，大岳（1967 年；大分
県），大沼（1974 年；秋田県），鬼首（1975 年；宮
城県），八丁原（1977 年；大分県），葛根田（1978 年；
岩手県），森（1982 年；北海道）の各発電所が建
設されて約 21 万 kW となった．そして，1978 年
の第二次オイル・ショック後，電源多様化の一環
として地熱発電の機運が盛り上がり，1980 年代に
地熱調査・開発が活発に行われ，1990 年代に上の
岱（1994 年；秋田県），山川（1995 年；鹿児島県），
澄川（1995 年；秋田県），柳津西山（1995 年；福
島県），大霧（1996 年；鹿児島県），滝上（1996 年；
大分県）等の大規模な地熱発電所が建設されて累
計約 54 万 kW の導入量となった．その後，電力自
由化の中で，原子力や火力の電源と比較してコス
トが高いこともあり，新規の地熱調査・開発は停
滞し，冬の時代が続いた．
　そして，近年，環境適合性を重視し，国産の再
生可能エネルギー導入拡大推進の中で，地熱発電
導入拡大に向けて，2012 年の固定価格買取制度施
行をはじめ，規制・制度改革，公的機関による先
導的地熱資源調査，経済的支援，技術開発，ガイ

図 5　地熱発電の導入量の推移
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となっている．
　他方，地上設備に目を移すと，我が国の地熱発
電プラント，特にタービン発電機部門のメーカー
3 社（東芝エネルギーシステムズ（株），富士電機

（株），三菱重工業（株））は世界トップレベルにあ
り，3 社で世界の 6 割以上のシェアを持つ．しかし，
近年，海外では高温の地熱資源に恵まれない国で
のバイナリー発電の導入が進み，バイナリー発電
の技術を有する海外メーカーのシェアが拡大して
おり，引き続き，技術開発とともに経済性追求等
の更なる努力が必要な状況である．

4．地熱発電の展望

　地熱発電事業者の活動については，前述のとお
り，2012 年度の固定価格買取制度施行以降，既存
事業者に加えて，新規事業者が多数参入し，各地
で地熱資源の調査・開発が進められている．また，
公的機関の先導的調査を含む地熱資源ポテンシャ
ル調査も全国的に実施されている．そして，業界
団体は前述の困難な課題を解消・低減すべく，関
係機関との協議や諸委員会・検討会・分科会等を
通じて，政策要望や提言等の活動を行い，事業環
境の一層の改善を図っている．
　資源エネルギー庁は，地熱発電導入加速化に向

となっている．
③  系統制約の課題：地熱発電の有望地域は山間地

が多く，大規模開発の可能性が有る有望地点も
系統制約によって，規模を縮小するか，開発を
断念するかの選択を迫られる場合がある．

④  合意形成に関する課題：地熱有望地域の温泉事
業者・自然保護関係者の理解が十分と言えない
状況が改善されておらず，調査開始のための地
域の方々の理解を得るのが困難な地域や理解を
得るまでに長年月が費やされる地域があり，理
解促進と地域共生を促すための関係者の努力が
続けられている．

⑤  規制に関する課題：温泉法，自然公園法および
森林法等に関する規制緩和は進展しているが，
抜本的な解消に至っていない．坑井掘削の許認
可手続きに係わる温泉法の非科学的な運用の改
善は課題として残っており，更に，我が国の地
熱資源量の 8 割が賦存するものの，近年まで地
熱調査・開発が困難であった自然公園内の地熱
発電事業を進展させるための行政と事業者の協
働による取り組みは益々重要となっている．ま
た，国有林野，保安林，保護林，緑の回廊等の
規制と手続きについては，調査・開発の障害あ
るいは長期化を招いており，一層の緩和が課題

図 6　 石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）による経済的支援の実施された地熱発電事業
の調査・開発地点
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成長が期待されるエネルギー関連産業の中の次世
代再生可能エネルギーとして，選定されている．
その中で，「地熱発電は，再生可能エネルギーであ
り，安定的な発電が可能なベースロード電源であ
ることから，国自らが行う開発適地における資源
量の調査や事業者に対するリスクマネーの供給，
自然公園法や温泉法などの関係法令の規制の運用
見直し，地元理解の促進等に取り組む．また，
2050 年のカーボンニュートラルの実現に向けて
は，超臨界地熱発電等の次世代型の地熱発電技術
を世界に先駆けて実現し，これまで開発できてい
なかった地熱資源を開発し，我が国における抜本
的な地熱発電の導入を進めるとともに，超臨界地

けて，JOGMEC によるリスクマネー供給や坑井掘
削技術開発の成果共有等の政策強化を図っている．
更に，2021 年 4 月に環境省が公表した「地熱開発
加速化プラン 10）（図 7 参照）」も踏まえて，地熱資
源が豊富に存在するものの，近年まで調査・開発
が困難であった国立・国定公園内での先導的調査
を早期に行うことで 2030 年度の導入目標の達成を
図る計画である．引き続き，産官学が一体となって，
2030 年度の導入目標に向けて邁進する必要があ
る．
　更に，地熱発電は，洋上風力発電および太陽光
発電とともに，「2050 年カーボンニュートラルに
伴うグリーン成長戦略（2021 年 6 月）11）」において，

図 7　環境省による地熱開発加速化プラン

図 8　超臨界地熱発電の技術開発
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ル，世界最高水準の地熱発電技術および 50 年以上
の地熱発電所操業実績を有していることから，導
入拡大が期待されている．
　しかし，その進捗は必ずしも捗々しくない．本
格的な地熱資源調査が不要で開発リードタイムの
短い小・中規模案件は先行しているものの，大規
模案件は調査途上あるいは本格的調査未着手であ
るため，大規模案件を加速させるとともに，新規
案件を発掘する必要がある．
　地熱発電の導入拡大を加速するためには，引き
続き，地域との共生および環境配慮を考慮した秩
序ある地熱発電事業を進めるとともに，更なる事
業者の努力と施策が必要である．
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発電を図 8 に示す 12）．次世代型では，在来型より
も深部に存在するといわれている超臨界状態（ま
たはそれに準ずる状態）の水を利用することで，
地熱発電容量のさらなる増大を目指している．超
臨界地熱発電のメリットの一つとして，生産井 1
本あたりの生産能力が従来の数倍以上と高いため，
従来と比べ単位 kW あたりの敷地改変面積を低減
することが可能となるため，環境への負荷が低い
ことを挙げている．
　次世代型の地熱発電である「超臨界地熱発電実
現」に向けて開発される技術も含めて，在来型地
熱発電の調査・評価・開発に有効な技術が適用され，
また，地上設備に係わる技術開発も進展し，地熱
発電の導入拡大が加速し，発電電力量が飛躍的に
増大するとともに，産業としての裾野が広がるこ
とを期待している．

5．おわりに

　我が国のエネルギー政策の原則は S ＋ 3E（安全
性を前提にエネルギー安定供給を第一とし，経済
効率性を向上しつつ環境適合を図る）であるが，
エネルギーを巡る情勢は，エネルギー自給率，地
政学的リスク，技術革新，気候変動問題等に関連
して絶えず変化している．直近の情勢変化として，
本年 2 月のロシアによるウクライナへの軍事進攻
は，その後の世界情勢に衝撃を与え，様々な点で
大きな影響を及ぼし，エネルギー政策においては，
脱炭素化に加え，エネルギーの安定供給のための
調達先確保が大きな戦略テーマとなっている．
　脱炭素化については，2020 年 10 月の臨時国会
において，菅義偉前内閣総理大臣は，「2050 年ま
でに，温室効果ガスの排出を全体としてゼロにす
る，すなわち 2050 年カーボンニュートラル，脱炭
素社会の実現を目指す」ことを宣言し，2021 年 4
月の地球温暖化対策推進本部開催後に，「2030 年
度の温室効果ガスの削減目標について，2013 年度
から 46％削減することとし，更に，50％の高みに
向けて挑戦を続ける」旨を表明した．
　地熱発電は，昼夜・季節変動しない安定電源で
あり，我が国は世界第 3 位の地熱資源のポテンシャ
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